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第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 


①【株式の総数】 


計 

普通株式 5,000,000,000

種類 発行可能株式総数（株） 

5,000,000,000

②【発行済株式】 

種類 
第３四半期会計期間末 
現在発行数（株） 
（平成2 0年 12月3 1日） 

提出日現在発行数（株）
（平成2 1年２月1 0日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容

東京・大阪・名古屋各市


普通株式 2,070,018,213 2,070,018,213 場第一部、ロンドン、フ 単元株式数1,000株 


ランクフルト、スイス 


計 2,070,018,213 2,070,018,213 － －

（注）「提出日現在発行数」の欄には、平成21年２月１日から当四半期報告書提出日までの新株予約権の行使（旧商法に

基づく新株引受権の行使を含む。）により発行した株式の数は含まれておりません。 
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（２）【新株予約権等の状況】 

旧商法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりです。 

① 平成21年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債（平成14年５月27日発行） 

新株予約権付社債の残高(百万円) 

新株予約権の行使時の払込金額(円／株) (注 )２． 

新株予約権の行使期間(注)３． 

新株予約権の数(個) 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類 


新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)１． 


新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)(注)２． 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の譲渡に関する事項 

代用払込みに関する事項 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

第３四半期会計期間末現在 
（平成20年12月31日） 

250,000


50,000


－

普通株式 

単元株式数1,000株

208,159,866

1,201

平成14年６月10日から平成21年５月13日まで 

発行価格 1,201 

資本組入額 601

(１)当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、以 

後本新株予約権の行使はできないものとする。 

(２)各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

譲渡制限はない。 

本新株予約権１個の行使に際し、当該本新株予約権に係る本

社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、各本社債の

発行価額と同額とする。なお、各本社債の発行価額は５百万

円である。 

－

（注）１．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行またはこれに代えて当社の有する当社普通株式 

を移転（以下、当社普通株式の発行または移転を当社普通株式の「交付」という）する数は、行使請求に係 

る本社債の発行価額の総額を、下記２．記載の転換価額で除した数とする。ただし、行使により生じる１株 

未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場 

合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。 

２．(１)転換価額は、当初1,201円とする。 

 (２)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る発行価額または処分価 

額で当社普通株式を発行または処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式におい 

て、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数（ただし、普通株式に係る自己株式数を除く）をい

う。 

新発行・ 

処分株式数 
× 

１株あたりの発行・ 

処分価額 

調整後転換価額＝調整前転換価額 ×

既発行株式数 ＋ 
時価 

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 

また、転換価額は、当社普通株式の分割・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株 

式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む）の発行等が行われる場合 

その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。 

３．本社債の繰上償還の場合には、当該償還日の前銀行営業日までとする。 
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会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりです。 

① 平成22年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（平成19年８月31日発行） 

新株予約権付社債の残高(百万円) 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の行使時の払込金額(円／株) (注 )２． 

新株予約権の数(個) 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類 


新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)１． 


新株予約権の行使期間(注)３． 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)(注)２． 

新株予約権の行使の条件 

代用払込みに関する事項 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日） 

100,000


1,000


－

普通株式 

単元株式数1,000株

111,111,111

900

平成21年５月28日から平成22年５月24日における新株予約権

行使受付代理人の営業終了時（行使請求地時間）まで 

発行価格 900 

資本組入額 450

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

譲渡制限はない。 

本新株予約権１個の行使に際し、当該本新株予約権に係る本

社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、各本社債の

額面金額と同額とする。なお、各本社債の額面金額は、100

百万円である。 

－

（注）１．本新株予約権の行使により当社が新たに発行またはこれに代えて当社の保有する当社普通株式を移転（以 

下、当社普通株式の発行または移転を当社普通株式の「交付」という）する当社普通株式の数は、行使され 

た本新株予約権に係る本社債の額面金額の総額を、下記２．記載の転換価額で除した数とする。ただし、１ 

株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発 

生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。 

２．(１)転換価額は、当初900円とする。 

(２)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る価額で当社普通株式を 

発行しまたは当社の保有する当社普通株式を処分する場合（新株予約権の行使の場合等を除く）には、 

次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式（当 

社が保有するものを除く）の総数をいう。 

発行または 

処分株式数 
× 

１株当たりの発行 

または処分価額 

調整後転換価額＝調整前転換価額 ×

既発行株式数 ＋ 
時価 

既発行株式数 ＋ 発行または処分株式数 

また、転換価額は、当社普通株式の分割（無償割当てを含む）または併合、当社普通株式の時価を下回 

る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されるものを含 

む）の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。 
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３．①当社が本社債を繰上償還する場合（繰上償還を受けないことが選択された本社債を除く）には、繰上償還 

日の東京における３営業日前の日における新株予約権行使受付代理人の営業終了時（行使請求地時間）後、 

②本社債が本新株予約権付社債所持人の選択により繰上償還される場合には、償還請求通知書が本新株予約 

権付社債の要項に従って本社債の支払代理人の営業所に預託された時より後、③買入消却の場合は、当社が 

本社債を消却した時より後、④当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の喪失日後 

は、それぞれ、本新株予約権を行使することはできないものとする。 

ただし、いかなる場合も平成22年５月24日より後は本新株予約権を行使することはできないものとし、ま 

た、当社が組織再編行為を実行するために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断し 

た場合は、本新株予約権は、当社が定める期間（かかる期間は、30日を超えることはできず、当該組織再編 

行為の効力発生日以降14日以内に終了するものとする）は行使することができないものとする。 
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② 平成23年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（平成19年８月31日発行） 

新株予約権付社債の残高(百万円) 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の行使時の払込金額(円／株) (注 )２． 

新株予約権の数(個) 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類 


新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)１． 


新株予約権の行使期間(注)３． 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)(注)２． 

新株予約権の行使の条件 

代用払込みに関する事項 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

第３四半期会計期間末現在 
（平成20年12月31日） 

100,000


1,000


－

普通株式 

単元株式数1,000株

111,111,111

900

平成21年５月28日から平成23年５月24日における新株予約権

行使受付代理人の営業終了時（行使請求地時間）まで 

発行価格 900 

資本組入額 450

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

譲渡制限はない。 

本新株予約権１個の行使に際し、当該本新株予約権に係る本

社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、各本社債の

額面金額と同額とする。なお、各本社債の額面金額は、100

百万円である。 

－

（注）１．本新株予約権の行使により当社が新たに発行またはこれに代えて当社の保有する当社普通株式を移転（以 

下、当社普通株式の発行または移転を当社普通株式の「交付」という）する当社普通株式の数は、行使され 

た本新株予約権に係る本社債の額面金額の総額を、下記２．記載の転換価額で除した数とする。ただし、１ 

株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発 

生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。 

２．(１)転換価額は、当初900円とする。 

(２)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る価額で当社普通株式を 

発行しまたは当社の保有する当社普通株式を処分する場合（新株予約権の行使の場合等を除く）には、 

次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式（当 

社が保有するものを除く）の総数をいう。 

発行または 

処分株式数 
× 

１株当たりの発行 

または処分価額 

調整後転換価額＝調整前転換価額 ×

既発行株式数 ＋ 
時価 

既発行株式数 ＋ 発行または処分株式数 

また、転換価額は、当社普通株式の分割（無償割当てを含む）または併合、当社普通株式の時価を下回 

る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されるものを含 

む）の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。 
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３．①当社が本社債を繰上償還する場合（繰上償還を受けないことが選択された本社債を除く）には、繰上償還 

日の東京における３営業日前の日における新株予約権行使受付代理人の営業終了時（行使請求地時間）後、 

②本社債が本新株予約権付社債所持人の選択により繰上償還される場合には、償還請求通知書が本新株予約 

権付社債の要項に従って本社債の支払代理人の営業所に預託された時より後、③買入消却の場合は、当社が 

本社債を消却した時より後、④当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の喪失日後 

は、それぞれ、本新株予約権を行使することはできないものとする。 

ただし、いかなる場合も平成23年５月24日より後は本新株予約権を行使することはできないものとし、ま 

た、当社が組織再編行為を実行するために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断し 

た場合は、本新株予約権は、当社が定める期間（かかる期間は、30日を超えることはできず、当該組織再編 

行為の効力発生日以降14日以内に終了するものとする）は行使することができないものとする。 
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旧商法に基づき発行した新株引受権（ストックオプション）は、次のとおりです。 

① 平成12年６月29日定時株主総会決議 

新株予約権の数(個)

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数(千株) 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額(円)(注)

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の譲渡に関する事項 


代用払込みに関する事項 


新株予約権の行使時の払込金額(円／株) (注 ) 

新株予約権の行使期間 

第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日） 

－

－

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

普通株式 

単元株式数1,000株

3,563

平成12年８月１日から平成22年６月29日まで 

発行価格  3,563 

資本組入額  1,782

(１)権利を付与された者は、当社の取締役または従業員た 

る地位を失った後も、これを行使することができる。 

また、権利を付与された者が死亡した場合は、相続人 

がこれを行使することができる。ただし、いずれの場 

合にも、(２)に定める新株引受権付与契約に定める条 

件による。 

(２)この他、権利行使の条件は、平成12年６月29日開催の 

定時株主総会決議及びその後の取締役会決議に基づ 

き、当社と付与対象者との間で締結する新株引受権付 

与契約に定めるところによる。 

権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、

質入その他の処分をすることができない。 

－

－

（注）当社が時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合（転換社債の転換及び新株引受権の権利行使の場合

を除く）には、次の算式により発行価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。当社が時価を

下回る価額をもって当社の普通株式に転換できる証券または時価を下回る価額をもって新株を引き受ける権利を付

与された証券を発行する場合も同様とする。 

新発行株式数 × １株当たり払込金額 
既発行株式数 ＋ 

１株当たり時価 
調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 

既発行株式数 ＋ 新発行株式数 

また、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により発行価額を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げる。 

１ 
調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 

分割・併合の比率
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② 平成13年６月26日定時株主総会決議 

新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類 


新株予約権の目的となる株式の数(千株)



新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の行使時の払込金額(円／株) (注 ) 

新株予約権の行使期間 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額(円)(注)

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の譲渡に関する事項 


代用払込みに関する事項 


第３四半期会計期間末現在 
（平成20年12月31日） 

－

－

普通株式 

単元株式数1,000株

385

1,450

平成13年８月１日から平成23年６月26日まで 

発行価格 1,450 

資本組入額 725

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

(１)権利を付与された者は、当社の取締役または従業員た 

る地位を失った後も、これを行使することができる。 

また、権利を付与された者が死亡した場合は、相続人 

がこれを行使することができる。ただし、いずれの場 

合にも、(２)に定める新株引受権付与契約に定める条 

件による。 

(２)この他、権利行使の条件は、平成13年６月26日開催の 

定時株主総会決議及びその後の取締役会決議に基づ 

き、当社と付与対象者との間で締結する新株引受権付 

与契約に定めるところによる。 

権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、

質入その他の処分をすることができない。 

－

－

（注）当社が時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合（転換社債の転換及び新株引受権の権利行使の場合

を除く）には、次の算式により発行価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。当社が時価を

下回る価額をもって当社の普通株式に転換できる証券または時価を下回る価額をもって新株を引き受ける権利を付

与された証券を発行する場合も同様とする。 

新発行株式数 × １株当たり払込金額 
既発行株式数 ＋ 

１株当たり時価 
調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 

既発行株式数 ＋ 新発行株式数 

また、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により発行価額を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げる。 

１ 
調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 

分割・併合の比率
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（３）【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（千株） 

発行済株式
総数残高 
（千株） 

資本金増減額

（百万円） 

資本金残高

（百万円） 

資本準備金 
増減額 
（百万円） 

資本準備金
残高 
（百万円） 

平成20年10月１日～ 


平成20年12月31日
－ 2,070,018 － 324,625 － －

（５）【大株主の状況】 

当第３四半期会計期間において、アライアンス・バーンスタイン株式会社ほか２社の連名により、平成20年

11月28日付で当社株式に係る大量保有報告書の変更報告書（報告義務発生日 平成20年11月21日）が関東財務

局長に提出されておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認が

できません。なお、当該変更報告書の内容は以下のとおりです。 

アクサ・ローゼンバーグ証券投信投資顧問株式会社 

アライアンス・バーンスタイン株式会社 

合 計 

アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー 224,295 

0.31

12.11 

20,059 0.97

6,351 

250,705 

氏名又は名称 
保有株券等の数 

（千株） 

株券等保有割合 

（％） 

10.84
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（６）【議決権の状況】 

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成20年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。 

①【発行済株式】 

平成20年９月30日現在

無議決権株式 －

議決権制限株式（自己株式等） 

議決権制限株式（その他） 

完全議決権株式（自己株式等） 

完全議決権株式（その他） 

単元未満株式 

発行済株式総数 

総株主の議決権 

－ －

－ 単元株式数1 ,000株 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

－ －

－

（自己保有株式） 

普通株式 2,706,000

2,050,472 同上 

－ －

2,050,472 －

（相互保有株式） 
－ 同上 

普通株式  100,000

普通株式  2,050,472,000  

普通株式  16,740,213

2,070,018,213 － －

－

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が103,000株（議決権の

数103個）及び名義人以外から株券喪失登録のある株式が1,000株（議決権の数１個）含まれております。

②【自己株式等】 

所有者の氏名又は
名称 

富士通株式会社 

北陸コンピュー

タ・サービス株式

会社 

株式会社北海道電

子計算センター 

株式会社テクノプ

ロジェクト 

中央コンピュータ

ー株式会社 

株式会社東和シス

テム 

計

平成20年９月30日現在

発行済株式総数に
所有者の住所 

自己名義所有 他人名義所有 所有株式数の
対する所有株式数

株式数（株） 株式数（株） 合計（株） 

東京都港区東新橋一

丁目５番２号 

石川県金沢市駅西本

町二丁目７番21号 

札幌市中央区南一条

西十丁目２ 

島根県松江市学園南

二丁目10番14号 

大阪市北区中之島六

丁目２番27号 

東京都千代田区神田

小川町三丁目10番地 

－

の割合（％） 

2,706,000 － 2,706,000

 0.13


18,000

 35,000

 53,000

 0.00


－30,000
 30,000

 0.00


9,000
 － 9,000

 0.00


4,000

 3,000

 7,000

 0.00


－ 1,000 1,000 0.00

2,767,000 39,000 2,806,000 0.14 

（注）北陸コンピュータ・サービス株式会社、中央コンピューター株式会社及び株式会社東和システムの他人名

義所有株式は、ＦＳＡ富士通持株会名義の株式のうち、各社が議決権行使の指図権を有する持分です。 
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別昀高・昀低株価】 

12月月別 
平成2 0年
４月 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 

昀低（円） 636 660 785 

昀高（円） 726 865 869 

739 582 322 

856 857 757 643 466 

752 

473

378 363

（注）昀高・昀低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。 

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 
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